
 

 

市営墓地使用者募集のしおり 
 

 

令和７年度の募集は、丸山墓地公園および西浜墓地の返還された区画について、新

たな使用者を募集するものです。 

市営墓地のご使用にあたっては資格、注意事項等がありますので、このしおりをよく 

ご覧になり、必ず現地をご確認のうえお申込みください。 

 

 
 

 

  

【申込受付開始】 

令和７年１２月１７日（水） 午前８時３０分から 

【申込受付締切】  

令和８年 １月１６日（金） 午後５時１５分まで 

【抽選結果発表（ホームページ）】 

令和８年 １月２１日（水） 午後３時 

 

〒870-8506  

大分市荷揚町 6 番 1 号 

大分市保健所 （2 階 10 番窓口） 

衛生課 生活衛生担当班 

電話：097-536－2854（直通）  
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1．募集する墓地について 

墓 地 名 所 在 地 面  積 ※ 使 用 料 募集区画数 

丸山墓地公園 大字永興 1425 番地 

A 地区 

7.5 平方ﾒｰﾄﾙ 
975,000 円 2 

B 地区 

6.0 平方ﾒｰﾄﾙ 
780,000 円 ― 

C 地区 

4.0 平方ﾒｰﾄﾙ 
520,000 円 10 

西浜墓地 大字鶴崎 1603 番地の 2 3.24 平方ﾒｰﾄﾙ 324,000 円 4 

※面積や周辺状況等は区画によって若干異なる場合があります。 

 

（墓地の現地見学について） 

・今回募集する墓地の区画について、周辺状況や現地の確認のため、事前に見学

をすることができます。詳細については P4「市営墓地の所在地概略図」、P5「令和

７年度 市営墓地使用者募集区画一覧表」、P6・P7 地図をご覧ください。 

・現地の募集区画には、申込番号を記載したブロックを設置しています。 

 

2．申込み資格について 

(1)次の全てに該当する方がお申込みいただけます。 

①使用許可申請書提出日の 3 ヵ月前から引き続き大分市内に住所を有する方 

（住所要件は、住民登録によります。） 

②墳墓の祭祀を主宰する（法要などを主宰して遺骨をお守りされる）方 

③同一世帯員が市営墓地の使用許可を受けていない方 

④同一世帯員が市営納骨堂直接参拝壇の使用許可を受けていない方 

⑤現に、遺骨を保有している方、または寺院などに預けている方 

（分骨は該当しません。） 

⑥使用許可を受けた日から 3 年以内に墳墓を建てることができる方 

   【ご注意ください】 

1.墓地の使用にあたっては、区画の使用権を許可するもので、土地を売り渡すも

のではありません。 

2.相続以外の名義変更はできません。また、権利の転売・貸与もできません。 

3.法人による申込みはできません。 

4.保有している焼骨が同一の場合、複数世帯で申込みはできません。 

5.申込者が当選後の使用許可申請者になります。当選後の変更はできません。 

(2)「申込みの無効」について 

   次の場合は、その申込みの全てが無効となりますのでご注意ください。 

①申込み資格が無いとき 

②一人が重複の申込みをしたとき 

③同一世帯で 2 名以上が申込みをしたとき 

④偽って申込みしたとき、または申込書に不備があったとき 
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3．申込みの受付等について 

(1)申込み受付期間は、令和 7 年 12 月 17 日（水）から令和 8 年 1 月 16 日（金）まで

です。 

(2)このしおりの末尾の大分市墓地使用申込書（様式 1）に必要事項を記入し、大分市

保健所の衛生課に提出してください（窓口または郵送にて受付）。 

※申込書の申込番号欄には、希望する区画の申込番号を記入してください。 

※窓口での受付は、土・日・祝日及び年末年始（令和 7 年 12 月 27 日（土）～令和 8

年 1 月 4 日（日））を除く、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで 

(3)郵送の場合は、令和 8 年 1 月 16 日（金）当日必着です。 

(4)申込み受付時に受付番号を記載した「受付票」を交付いたします。抽選及び抽選

結果の発表は受付番号で行いますので、大切に保管してください。 

(5)郵送で申し込まれる場合には受付後に受付票を送付するため、返信用封筒（110

円切手を貼り、送り先を記入した長 3 封筒）を同封してください。 

 

受付期間中にご希望の区画や順位を変更したい場合、または申し込みを取りやめた

い場合は、受付時に交付する受付表を窓口にご持参いただき、再度手続きを行いま

すので一度ご連絡ください。 

 

4．抽選について 

(1)日 時 令和 8 年 1 月 21 日（水） 

(2)内 容 区画ごとに当選者及び補欠当選者の順位を決めます。 

 ※抽選は非公開とし、職員で行います。 

(3)発 表 抽選結果は令和 8 年 1 月 21 日（水）午後 3 時に大分市ホームペー 

ジに掲載するとともに、申し込まれた方全員に文書で通知します。 

（令和 8 年 1 月 22 日（木）発送予定） 

 

5．抽選方法について 

(1)第 1 希望者が複数あった区画について抽選を行い、当選者と補欠順位を決めま 

す。 

(2)第 1 希望者のいなかった区画について、第 1 希望で当選しなかった方の中から、 

第 2 希望の方で同様に抽選を行います。 

(3)第 3 希望以降、対象区画の希望者がなくなるまで同様に抽選を行います。 

(4)いずれにも当選されなかった方は、希望された区画の補欠となり、当選者が辞退、 

取り消し等になった場合、繰上げ当選となります。 

※希望のいずれかの区画に当選した場合は、補欠順位は無効となります。 

 

6．当選後の流れについて 

(1)当選された方には、市から次の書類を送付します。 

①大分市墓地使用者当選通知書 

②大分市墓地使用許可申請書 

③遺骨保有証明書 
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(2)当選通知書が届きましたら、以下の書類を揃えて、令和 8 年 2 月 6 日（金）までに

大分市保健所衛生課へ提出してください（郵送不可）。 

①大分市墓地使用許可申請書            

②墓地・納骨堂に遺骨がある方は遺骨保有証明書   

③自宅に遺骨を保管している方は死体（胎）埋火葬許可証の写し 

（紛失された場合は、火葬した市町村で火葬証明証を再発行する） 

④世帯全員の住民票の写し（本籍、筆頭者の記載のあるもの） 

(3)提出期限の令和 8 年 2 月 6 日（金）までに大分市墓地使用許可申請書が提                

出されない場合は、当選を辞退したものと見なしますのでご注意ください。 

(4)上記(2)の書類一式を大分市保健所衛生課で受理しましたら、後日、墓地の使用

許可書と使用料納付書を送付しますので、市内の金融機関（郵便局を除く）の窓

口で、令和 8 年 3 月 13 日（金）までに一括納付してください。 

 

7．墓地の使用について 

墓地の使用にあたっては、墓地・埋葬等に関する法律、大分市墓地条例、施行規

則を遵守してください。 

① 墳墓を新設するときは、事前に市への届出が必要です。 

（建て替えや修繕の際も同様です） 

② 墳墓を建てる場合には、区画ごとに工事基準（P8～10 ページ：縁石からの間

隔・高さ等）がありますので、大分市保健所衛生課で事前にご確認ください。 

※区画の大きさは区画ごとに若干の差があります。 

③ 納骨に当たっては、事前に下記の書類の提出が必要です。 

 ・改葬（＝他のお墓から移す）するときは改葬許可証 

 （現に遺骨のある市町村で許可申請をしてください） 

・火葬したお骨を納骨するときは死体（胎）埋火葬許可証 

 

8．使用区画の返還について 

    使用許可の日から 3 年以内に墳墓を建てない場合は、使用許可を取り消し、当該使

用区画を返還していただきます。その場合、既納の使用料の 2 分の 1 を還付します。 

 

-申込みにあたって- 

〇工事基準と大きさが若干異なる区画がございます。必ず現地をご確認の上、お申し

込みください。 

○当選後は、区画の変更はできません。また、使用期間中は墓地区画内の維持管理

（除草等）も各自で行っていただきます。 

○市営墓地の申込みにあたっては、当選後の辞退等の無いよう、申し込む場所や将来

の管理者（承継者）などについてご家族等とよくご相談されたうえでお申込みいただくよ

うお願いします。 

○使用料を一旦納付したあと、個人の都合で墓地の使用を辞退する場合には、返金は

いたしかねます。 
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【市営墓地の所在地概略図】 

 

＜丸山墓地公園＞  

 

 
    

＜西浜墓地＞ 

 

東警察署 



申込番号 墓地名 区画 番号 使用料
区画面積

（基準値）（㎡）

備考
※下記参照

1 A 135 975,000円 7.5 ②

2 A 156 975,000円 7.5 ➀

3 C 174 520,000円 4.0 ➀

4 C 313 520,000円 4.0 ➀

5 C 318 520,000円 4.0 ➀

6 C 328 520,000円 4.0 ②

7 C 367 520,000円 4.0 ➀

8 C 373 520,000円 4.0 ➀

9 C 374 520,000円 4.0 ➀

10 C 417 520,000円 4.0 ②

11 C 450 520,000円 4.0 ②

12 C 459 520,000円 4.0 ➀

13 4 9 324,000円 3.24 ➀

14 28 5 324,000円 3.24 ➀

15 40 12 324,000円 3.24 ➀

16 43 1 324,000円 3.24 ➀

丸山墓地
公園

西浜墓地

令和7年度　市営墓地使用者募集区画一覧表

※備考➀　　区画の奥行または横幅に基準と0∼5㎝程度の差がある。

※備考②　　区画の奥行または横幅に基準と6∼10㎝程度の差がある。

※墓地使用申込書にはこの番号を
記入してください。
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３０２ ３０１ ３００ ２９９ ２９８ ２９７ ２９６ ２９５ ２９４ ２９３ ２９２ ２９１

２９０ ２８９ ２８８ ２８７ ２８６ ２８５ ２８４ ２８３ ２８２ ２８１ ２８０ ２７９ ２７８ ２７７ ２７６

２７５３５４ ３５３ ３５２ ３５１ ３５０

３４０ ３３９ ３３８ ３３７ ３３６ ３３５ ３３４ ３３３ ３３２ ３３１ ３３０ ３２９

３４８ ３４７ ３４６ ３４５ ３４４ ３４３ ３４１

２７４ ２７３ ２７２

１６６

１６５

１６４

１６３

１６２

１６１

１６０

１５９

１５８

１５７

１４８

１４９

１５０

１５１

１５２

１５３

１５４

１５５

１５６

１４７

１４６

１４５

１４４

１４３

１４２

１４１

１４０

１３３

１３４

１３５

１３６

１３７

１３８

１３９

１３２

１３１

１３０

１２９

１２８

１２７

１２６

１２０

１２１

１２２

１２３

１２４

１２５

１５

１６

１７

１８

１９

９１ ９０ ８９ ８８ ８７ ８６

６６ ６７ ６８ ６９ ７０

８５ ８４ ８３ ８２ ８１ ８０ ７９ ７８

７１ ７２ ７３ ７４ ７５ ７６ ７７

６５ ６４ ６２６３ ６１

４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８

６０ ５９ ５８ ５７ ５６ ５５

４９ ５０ ５１ ５２ ５３ ５４

４１ ４０ ３９ ３８ ３７ ３６

１１４ １１３ １１２ １１１ １１０ １０９

３５

１０８

３４ ３３ ３２ ３１ ３０

１０７ １０６ １０５ １０４ １０３

１１９

１１８

１１５１１６１１７

８７ ８８ ８９ ９０ ９１ ９２ ９３

８６ ８５ ８４ ８３ ８２ ８１ ８０

５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１

５４ ５３ ５２ ５１ ５０ ４９ ４８

９４ ９５ ９６ ９７ ９８ ９９ １００ １０１ １０２

７９ ７８ ７７ ７６ ７５ ７４ ７３ ７２ ７１

６２ ６３ ６４ ６５ ６６ ６７ ６８ ６９ ７０

４７ ４６ ４５ ４４ ４３ ４２ ４１ ４０ ３９

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９２１ ２２

１９ １８ １７ １６ １５ １４ １３ １２ １１ １０

２０ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８

９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ １２

１３２

１３１

１３０

１２９

１２８

１２７

１２６

１２５

１２４

１２３

１２２

１２１

１２０

１１９

１１８

１１７

１３３

１３４

１３５

１３６

１３７

１３８

１３９

１４０

１４１

１４２

１４３

１４４

１４５

１４６

１４７

１４８

１６４

１６３

１６２

１６１

１６０

１５９

１５８

１５７

１５６

１５５

１５４

１５３

１５２

１５１

１５０

１４９

１６５

１６６

１６７

１６８

１６９

１７０

１７１

１７２

１７３

１７４

１７５

１７６

１７７

１７８

１７９

１８０

１９４

１９３

１９２

１９１

１９０

１８９

１８８

１８７

１８６

１８５

１８４

１８３

１８２

１８１

１９５

１９６

１９７

１９８

１９９

２００

２０１

２０２

２０３

２０４

２０５

２０６

２１５

２１４

２１３

２１２

２１１

２１０

２０９

２０８

２０７

２１６

２１７

２１８

２１９

２２０

２２１

２２２

２２３

２２８

２２７

２２６

２２５

２２４

２２９

２３０

２３１

２３２

１

２

３

４

５

６

７

８

１６

１５
１７

１８
１４

１９
１３

２０
１２

２１
１１

２２
１０

２３
９

２４

３３

３４
３２

３５
３１

３６
３０

３７
２９

３８
２８

３９
２７

４０
２６

４１
２５

４２

５２

５１

５０

４９

４８

４７

４６

４５

４４

４３

５３

５４

５５

５６

５７

５８

５９

６０

６１

６２

７２

７１

７０

６９

６８

６７

６６

６５

６４

６３

７３

７４

７５

７６

７７

７８

７９

８０

８１

８２

９１

９０

８９

８８

８６

８７

８５

８４

８３

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

９９

１０６

１０５

１０４

１０３

１０２

１０１

１００

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１１６

１１５

１１４

１１３

１９３

１６７
１６８

１６９
１７０

１７１
１７２

１７３
１７４１９２

１９１
１９０

１８９
１８８

１８７
１８６

１８５
１８４

１８３
１８２

１８１
１８０

１７９
１７８

１７７
１７６

１７５

２７１

２７０

２６９

２６８

２６７

２６６

２６５

２６４

２６３

２６２

２６１

２６０

２５９

２５８

２５７

２５６

２５５

２５４

２５３

２３４

１８９
１８８

１８７
１８６

１８５
１８４

２４７
２４６

２４５
２４４

２４３
２４２

２４１
２４０

２３９
２３８

２３７
２３６

２３５

１８２

１８３

１７９

１８０

１８１

１７８

１７７

１７６

１７５

１７０

１７１

１７２

１７３

１７４

１６９

１６８

１６７

１６６

１６５

１６４

１５５

１５６

１５７

１５８

１５９

１６０

１６１

１６２

１６３

１５４

１５３

１５２

１５１

１５０

１４９

１４８

１４７

１４６

１３６

１３７

１３８

１３９

１４０

１４１

１４２

１４３

１４４

１４５

１３５

１３４

１３３

１３２

１３１

１３０

１２９

１２８

１２７

１２６

１２５

１２４

１２３

１２２

１２１

１２０
１１９

１１８

１１７

１１６

１１５

１１４

１１３

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１０５

１０４

１０３

１０２

１０１

１００

９９

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

２０

２１

２２

２３

２４

２５

２６

２７

２８

２９

１４

１３

１２

１１

１０

１

２

３

４

９

８

７

６

５

４６２

４６１

４６０

４５９

４５８

４５７

４５６

４５５

４５４

４４６

４５３

４５２

４５１

４５０

４４８

４４７

４８５

４８３

４８２

４８１

４８０

４７９

４７８

４７７

４７６

４７４

４７５

４７３

４６３

４８４ ４７２

４７１

４７０

４６８

４６９

４６７

４６６

４６５

４６４

４３５

４４５

４３４

４４４

４３３

４４３

４３２

４３１

４３０

４２９

４２８

４２７

４３６

４４１

４４０

４３９

４３８

４３７

４３２

４２５

４２４
４１８

４２３

４１７

４２２

４１６

４２１

４１５

４２０

４１４

４１９

４１３

４１２

４１１

４０９

４１０

４０８

４０７

３９９

４０６

３９８

４０５

３９７

３９６

３９５

３９４

３９３

４０４

４０３

４０２

４０１

４００

３９２

３９１

３９０ ３８９

３８４３８５３８６３８７３８８

３８３ ３８２ ３８１ ３８０ ３７９ ３７８

３２８

３２７ ３２６

３２５ ３２４ ３２３ ３２２

３２１ ３２０ ３１９ ３１８

３１７ ３１６ ３１５ ３１４ ３１３ ３１２ ３１１

３１０ ３０９ ３０８ ３０７ ３０６ ３０５ ３０４ ３０３

３７５ ３７４ ３７３ ３７２ ３７１ ３７０ ３６９ ３６８ ３６７３７６３７７

３６５ ３６４ ３６３ ３６２ ３６１ ３５９３６０ ３５８ ３５７ ３５６ ３５５３６６

２３９

２３８

２３７

２３６

２３５

２３４

２３３

２４９

２４８

２４７

２４６

２４５

２４４

２４３

２４２

２４１

２４０

２３４

２１２
２１３

２１４
２１５

２１６
２１７

２１８
２１９

２２０
２２１

２２２
２２３

２１１
２１０

２０９
２０８

２０７
２０６

２０５
２０４

２０３
２０２

２０１
２００

２２３

－１

２００

－１

２２４
２２５

２２６
２２７

２２８
２２９

２３０
２３１

２３２
２３３

１９９
１９８

１９７
１９６

１９５
１９４

１９３
１９２

１９１
１９０

２３４

２３４

２５２
２５１

２５０
２４９

２４８

２４６
２４７

２４５

２３７
２３８

２３９
２４０

２４１
２４２

２４３
２４４

２３６
２３５

２３４
２３３

２３２
２３１

２３０
２２９

２２１
２２２

２２３
２２４

２２５
２２６

２２７
２２８

２２０
２１９

２１８
２１７

２１６
２１５

２１４
２１３

２１２

２４５

－１

１９４

－１

１９５
１９６

１９７
１９８

１９９

２０３
２０２

２０１
２００

２０４
２０５

２０６
２０７

２０４

－１

２０３

－１

４８６
４８７

４８８
４８９

２１１

－１

２１１
２１０

２０９
２０８

４９０
４９１

４９２
４９３

４９４
４９５

４９６
４９７

４９８
４９９

５００
５０１

５０２

２５３

－２

２４９
２４８

２５０
２５１

２５２
２５３

２５４
２５５

２７１

－３

２７１

－２

２４４

－１

２２９

－１

５１１
５１０

５０９
５０８

５０７

５０５
５０６

５０４
５０３

２２８

－１

１９４

４７２

申込番号

4
区画番号

C-313

申込番号

9
区画番号

C-374

申込番号
12

区画番号

C-459

申込番号

8
区画番号

C-373

申込番号

5
区画番号

C-318

申込番号

3
区画番号

C-174

申込番号

7
区画番号

C-367

申込番号

2
区画番号

A-156

申込番号

1
区画番号

A-135

申込番号

10

区画番号

C-417
申込番号

11

区画番号

C-450

申込番号

6
区画番号

C-328

6



40 39

7 6 5 4 3 2 1 2 1

14 13 12 11 10 9 8 5 4 3

44 43 42 41

2 1 2 1 2 1 3 2 1

4 3 4 3 4 3 4 5 6

37 35 33 31 29

5 6 5 6 5 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 7 5 3 2 1 8 7 5 3 1 9 7 5 3 1

6 8 7 8 7 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 8 6 4 9 6 4 2 10 8 6 4 2

38 36 34 32 30

9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 1 1 9 7 5 3 1

10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 2 2 10 8 6 4 2

無縁塔

25 21 17 13 9 5 1

9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 1 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1

特
10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 2 2 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2

8 1 26
22 18 14 10 6 2

9 2 7 5 3 2 1 8 7 5 3 1 7 5 3 10 9 5 3 1 7 5 3 2 1 8 7 5 3 1 9 7 5 3 1

10 3 8 6 4 6 4 2 8 6 4 2 1 8 7 6 4 2 8 6 4 6 4 2 10 8 6 4 2

11 4
27 23 19 15

11
7 3

5 7 5 3 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 7 5 3 5 3 1 9 7 5 3 1

6 8 6 4 2 1 8 7 6 4 2 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 8 6 4 2 1 8 7 6 4 2 10 8 6 4 2

7
28 24 20 16 12 8 4

9 7 5 3 1 9 7 5 3  1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1

10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2 10 8 6 4 2

日豊本線

水汲み場

ロータリー 入り口

ロータリー ロータリー

申込番号

14
区画番号

28-5

申込番号

16
区画番号

43-1

申込番号

13
区画番号
4-9

7

申込番号

15

区画番号

40-12



（単位ｃｍ）

縁石の上面まで 縁石の上面まで

縁石の上面まで 縁石の上面まで

丸山墓地　Ａ地区　工事基準

樹木の高さ

コンクリート コンクリート

縁石 縁石

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

墓石
墓石はこの領域内に収める

墓石の高さ

縁石

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

縁石

縁石 コンクリート コンクリート

コンクリート コンクリート

縁石 縁石

250

300

縁石

墓石

10

15

10

15

1510 1015

10

15

100

高さ
160

15 1510 10

160

8



（単位ｃｍ）

縁石の上面まで 縁石の上面まで

縁石の上面まで 縁石の上面まで

丸山墓地　Ｃ地区　工事基準

樹木の高さ

縁石 縁石

コンクリート コンクリート

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

墓石
墓石はこの領域内に収める

墓石の高さ

縁石

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

縁石

縁石 コンクリート コンクリート

コンクリート コンクリート

縁石 縁石

200

200

縁石

墓石

10

15

1510 1015

10

15

150

100

高さ
150

15 1510 10

9



（単位ｃｍ）

縁石の上面まで 縁石の上面まで

縁石の上面まで 縁石の上面まで

西浜墓地　工事基準

縁石 縁石

コンクリート コンクリート

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

墓石
墓石はこの領域内に収める

墓石の高さ

基準なし

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

こ
こ
に
貼
石
は
し
な
い

樹木の高さ

縁石

縁石 コンクリート コンクリート

コンクリート コンクリート

縁石 縁石

180

180

縁石

墓石

10

10

1010 1010

10

10

100

高さ
基準なし

10 1010 10

10



申込番号 墓地名 区画　・　番号 申込番号

丸山　・　西浜

丸山　・　西浜

丸山　・　西浜

丸山　・　西浜

丸山　・　西浜

大分市長　　足立　信也　　殿

申　　込　　者

〒　　　　－

住　　所

ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ

氏　　名 ㊞

（記名押印又は署名）

電　　話

（日中連絡のとれるもの）

　※　　第　　　　　　　位 受付番号

注）※印の欄は、記入しないで下さい。

第３希望 第８希望 丸山　・　西浜

第２希望 第７希望 丸山　・　西浜

（様式１）

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

はい　・　いいえ

令和7年度市営墓地使用者募集区画一覧表から、希望する区画を選び、申込番号を記入し
てください。

大　分　市　墓　地　使　用　申　込　書

墓地名

第５希望

区画　・　番号

第１希望 第６希望 丸山　・　西浜

使用許可申請書提出日の３ヵ月前から引き続き大分市内に住所を有している。

墳墓の祭祀を主宰している（法要などを主宰して遺骨を守っている）。

抽選順位

令和　　　　年　　　　月　　　　日

　※　　　　　　　番

　　上記のとおり墓地を使用したいので、申込みます。

区画の現況寸法について了承し、基準内で墳墓を建てることができる。 はい　・　いいえ

確
認
事
項

はい　・　いいえ

同一世帯員が市営墓地・市営納骨堂直接参拝壇の使用許可を受けていない。

現に、遺骨を保有、または寺院などに預けている。

使用許可を受けた日から３年以内に墳墓を建てることができる。

保有している焼骨の方のお名前

第４希望 第９希望 丸山　・　西浜

第１０希望 丸山　・　西浜

※ 必ずしも第１０希望まで全てを記入する必要はありません。


